
令和６年度一者特命随意契約一覧

No 契約締結日 業 種 案 件 名 決定事業者 適用条項 選定理由

1 令和6年4月 工事
令和６年度カルチャーパークプール
ろ過装置及び集水管修繕工事

令和6年5月1日 から 令和6年6月20日 まで 総価 2,018,500円 トースイ株式会社
秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

カルチャーパークプールのろ過装置は本設備の保守点検業者であるため、他社が設備に手を加えることで責任の
所在が不明確となり、今後の維持管理に支障をきたします。よって、設備を熟知した本業者を選定するものです。

2 令和6年5月 工事
令和６年度第１号公共下水道大根・
鶴巻処理区枝線整備工事（北矢名１
工区）

令和6年5月2日 から 令和6年8月5日 まで 総価 6,028,000円
有限会社横尾建材土
木

秦野市契約規則第31
条の2第2項第6号

本工事は、環境創出行為に伴い、ます設置要望書の提出があったため、公共下水道（汚水）処理区域内に汚水ま
すを設置するもので、現在造成工事が施工中であります。別業者で発注した場合、工事間での施工調整が必要とな
りますが、同一業者に施工させることで、工事の安全・円滑かつ適切な施工が可能であり有利と認められるため選
定するものです。

3 令和6年5月 工事
令和６年度し尿希釈投入施設低濃度
臭気ファン修繕工事

令和6年5月17日 から 令和7年2月10日 まで 総価 2,387,000 株式会社クリタス
秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本設備は、秦野市の要求に基づき、製造会社が設計、製造したものであり、製造会社独自の開発部分が多く、設
計・製造に関するデータが公表されていないため、専門知識を有している業者でなければ的確な履行が期待できま
せん。また、他社が設備に手を加えることで、責任の所在が不明確となり、今後の維持管理に支障を来たします。
よって、本設備の施工業者である事業者を選定するものです。

4 令和6年5月 工事
令和６年度浄水管理センター№６返
送汚泥ポンプ用ＶＶＶＦ盤修繕工事

令和6年5月17日 から 令和7年2月10日 まで 総価 4,180,000円
昱株式会社 神奈川
支店

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本設備は、秦野市の要求に基づき、製造会社が設計、製造したものであり、製造会社独自の開発部分が多く、設
計・製造に関するデータが公表されていないため、専門知識を有している業者でなければ的確な履行が期待できま
せん。また、他社が設備に手を加えることで、責任の所在が不明確となり、今後の維持管理に支障を来たします。
よって、本設備の施工業者である上記の事業者を選定するものです。

5 令和6年4月 工事
令和６年度秦野市立図書館エレベー
ター改修工事

令和6年5月21日 から 令和7年1月7日 まで 総価 22,330,000円
株式会社日立ビルシ
ステム

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本改修工事は、既存の人が乗る箱（カゴ）等を再利用する工法を取り入れており、既存機器と新設機器等の整合
及び調整が必要となります。そのため、同社製機器の施工を一手に担っている（株）日立ビルシステムでなければ
技術的な対応や、安全確保等の対応が難しいため、同社を選定するものです。

6 令和6年6月 工事
令和６年度第１号公共下水道戸川三
屋台ポンプ場ポンプ更新工事

令和6年6月12日 から 令和6年10月2日 まで 総価 2,200,000円
株式会社第一テクノ
横浜営業所

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本工事は、汚水マンホールポンプ場のポンプ１台を更新するものですが、当該ポンプ場の設置工事を施工してお
り、既設機器・設備に精通している業者が施工することで、工事期間の短縮と安全に円滑な施工が可能であり有利
と認められることから本事業者を選定するものです。

7 令和6年6月 工事
令和６年度鶴巻中継ポンプ場№４汚
水ポンプ用電動吐出弁修繕工事

令和6年6月14日 から 令和6年7月31日 まで 総価 4,180,000円
株式会社前澤エンジ
ニアリングサービス
横浜営業所

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本設備は、秦野市の要求に基づき、製造会社が設計、製造したものであり、製造会社独自の開発部分が多く、設
計・製造に関するデータが公表されていないため、専門知識を有している業者でなければ的確な履行が期待できま
せん。また、他社が設備に手を加えることで、責任の所在が不明確となり、今後の維持管理に支障を来たします。
よって、本設備の製造及び施工業者である事業者を選定するものです。

8 令和6年6月 工事
令和６年度浄水管理センターⅠ系水
処理棟２池反応タンク№２水中撹拌
機修繕工事

令和6年6月21日 から 令和6年12月16日 まで 総価 4,796,000円
阪神動力機械株式会
社 東京支店

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本設備は、秦野市の要求に基づき、製造会社が設計、製造したものであり、製造会社独自の開発部分が多く、設
計・製造に関するデータが公表されていないため、専門知識を有している業者でなければ的確な履行が期待できま
せん。また、他社が設備に手を加えることで、責任の所在が不明確となり、今後の維持管理に支障を来たします。
よって、本設備の製造業者である上記の事業者を選定するものです。

9 令和6年6月 工事
令和６年度大根川ポンプ場№１雨水
ポンプ盤及び№１流入渠水位計修繕
工事

令和6年6月26日 から 令和7年2月24日 まで 総価 3,366,000円
東芝インフラシステ
ムズ株式会社 関東
水・環境システム

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本設備は、秦野市の要求に基づき、製造会社が設計、製造したものであり、製造会社独自の開発部分が多く、設
計・製造に関するデータが公表されていないため、専門知識を有している業者でなければ的確な履行が期待できま
せん。また、他社が設備に手を加えることで、責任の所在が不明確となり、今後の維持管理に支障を来たします。
よって、本設備の製造業者である事業者を選定するものです。

10 令和6年6月 工事
令和６年度クアーズテック秦野カル
チャーホール（文化会館）展示室可
動間仕切修繕工事

令和6年7月1日 から 令和6年9月24日 まで 総価 1,716,000円 明立工業株式会社
秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

展示室可動間仕切について、吊元レールに歪みが発生しており、可動間仕切りのスムーズな移動に支障をきたし
ています。これらを改善するため、レールレベルの調整のほか、吊元部分の部品交換が必要となりますが、竣工当
時の製作メーカー等に聞き取りを行ったところ、吊元部分の部品調達が困難なため全体的な改修が必要と回答を受
けました。経済的な改修方法を模索する中で、既存のパネルはそのまま使用し、部分的な改修が可能な市内業者を
探した結果、明立工業株式会社が吊元部分の部品の製作が可能と判明したため、本事業者を選定するものです。

11 令和6年7月 工事
令和６年度市道今泉４２号線災害応
急工事

令和6年7月5日 から 令和7年2月28日 まで 総価 3,575,000円 株式会社水野建設
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道今泉４２号線において、道路法面が崩落し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害されていること、
近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応することが必要と
なります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同地域で実績の
ある次の業者を選定するものです。

12 令和6年7月 工事
令和６年度第１号公共下水道大根・
鶴巻処理区枝線改良工事（北矢名）

令和6年7月10日 から 令和6年11月4日 まで 総価 8,250,000円 有限会社アイテック
秦野市契約規則第31
条の2第2項第6号

本工事は、環境創出行為による造成工事に伴い、公道の幅員が拡がるため、一部民地に埋設している既存の汚水
管を、維持管理の有効性を考え、官地へ布設替えを行うものです。

現在、造成工事が施工中であり、別業者で発注した場合、工事間での施工調整が必要となりますが、同一業者に
施工させることで、工事の安全・円滑かつ適切な施工が可能であり有利と認められるため選定するものです。
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13 令和6年7月 工事
令和６年度秦野市保健福祉センター
吸収式冷温水機ユニット修繕業務

令和6年7月25日 から 令和7年3月31日 まで 総価 1,967,900円
株式会社日立ビルシ
ステム 横浜支社

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本機器に係る製品の構造、メーカー独自の技術、整備のノウハウ、施工品質等を機器製造メーカー（日立）直系
のサービス会社が有しており、保守や修繕には専門的な技術が必要となるため、構造機能を習得した機器製造メー
カー直系の技術者の施行が条件となる。また、部品供給も製品の品質を維持するため機器製造メーカーからの供給
が必要となる。以上のことから、他社において修繕を実施することは困難であり、本機器の稼働に精通し、保守点
検業務の過去の実績も良好で信頼のおけることから選定するものです。

14 令和6年8月 工事
令和６年度し尿希釈投入施設スパイ
ラルドア修繕工事

令和6年8月2日 から 令和7年2月3日 まで 総価 2,367,200円
株式会社神奈川ナブ
コ

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本設備は、秦野市の要求に基づき、製造会社が設計、製造したものであり、製造会社独自の開発部分が多く、設
計・製造に関するデータが公表されていないため、専門知識を有している業者でなければ的確な履行が期待できま
せん。また、他社が設備に手を加えることで、責任の所在が不明確となり、今後の維持管理に支障を来たします。
よって、本設備の製造業者である事業者を選定するものです。

15 令和6年8月 工事
令和６年度し尿希釈投入施設受入槽
№２破砕ポンプ及び№１貯留槽スカ
ム破砕ポンプ修繕工事

令和6年8月9日 から 令和6年11月20日 まで 総価 2,915,000円
株式会社相互ポンプ
製作所 東京営業所

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本設備は、秦野市の要求に基づき、製造会社が設計、製造したものであり、製造会社独自の開発部分が多く、設
計・製造に関するデータが公表されていないため、専門知識を有している業者でなければ的確な履行が期待できま
せん。また、他社が設備に手を加えることで、責任の所在が不明確となり、今後の維持管理に支障を来たします。
よって、本設備の製造業者である事業者を選定するものです。

16 令和6年8月 工事 令和６年度北中学校給水管布設工事 令和6年8月10日 から 令和6年9月30日 まで 総価 1,815,000円 有限会社サニワーク
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号

給水管からの漏水があったため、漏水の発覚当初から調査や部分的な修繕を請負い、現状等を熟知しており、夏
休み中に本工事の準備や施工を速やかに行える事業者を選定するものです。

17 令和6年7月 工事
令和６年度秦野駅南口歩廊エスカ
レーターハンドレール修繕工事

令和6年8月19日 から 令和6年10月31日 まで 総価 3,641,000円

ジャパンエレベー
ターサービス神奈川
株式会社

秦野市契約規則第31
条の2第2項第6号

本事業者は、秦野駅南口歩廊に設置されている昇降機設備（エレベーター１基及びエスカレーター１基）の保守
点検業務を受注しています。

本工事は、その保守点検における指摘に基づき行うものであり、機器の構造及び点検内容に精通した上記事業者
に履行させることで、業務をより安全かつ円滑に施工することが可能となります。加えて、日々多くの市民が利用
し、安全性が重視される昇降機設備の保守点検業務の特性上、保守業者以外の者が当業務を行った場合、施工後に
有償での総点検が必要になりますが、現在契約している保守業者を選定することで総点検が不要となり、更なる経
費の節減も見込めるため、上記事業者を選定するものです。

18 令和6年8月 工事
令和６年度鶴巻中継ポンプ場№６汚
水ポンプ用電動吐出弁修繕工事

令和6年8月23日 から 令和6年10月10日 まで 総価 2,640,000円
株式会社前澤エンジ
ニアリングサービス
横浜営業所

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本設備は、秦野市の要求に基づき、製造会社が設計、製造したものであり、製造会社独自の開発部分が多く、設
計・製造に関するデータが公表されていないため、専門知識を有している業者でなければ的確な履行が期待できま
せん。また、他社が設備に手を加えることで、責任の所在が不明確となり、今後の維持管理に支障を来たします。
よって、本設備の施工業者である事業者を選定するものです。

19 令和6年8月 工事
令和６年度非常用飲料水貯水槽用緊
急遮断弁修繕工事

令和6年8月27日 から 令和7年3月14日 まで 総価 3,806,000円
株式会社クボタ建設
東京支社

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本修繕業務は、メタックス体育館はだのに設置されている緊急遮断弁のうち緊急開放弁（バイパス弁）の修繕を
実施するものです。当該設備は、製造業者（株式会社クボタ建設）特有の仕様であり、複雑な構造となっておりま
す。今回の作業は、現地にて分解をし、併せて弁体や消耗部品の交換等を実施する内容から、設備に精通している
ものでなければ的確な修繕は困難であります。また、当該設備は災害時、正常に作動するよう確実な修繕が必要と
なりますので、制作および施工を行い、また現場の施工内容に精通している本事業者を選定するものです。

20 令和6年8月 工事 令和６年度市道７号線災害応急工事 令和6年8月30日 から 令和6年11月29日 まで 総価 6,435,000円 三和建工株式会社
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道７号線において、土砂崩落による道路崩壊が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害されてい
ること、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応すること
が必要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同地域
で実績のある本事業者を選定するものです。

21 令和6年8月 工事
令和６年度市道７号線災害応急工事
（その２）

令和6年8月30日 から 令和6年11月29日 まで 総価 3,190,000円 株式会社成瀬
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道７号線において、土砂崩落による道路崩壊が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害されてい
ること、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応すること
が必要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同地域
で実績のある本事業者を選定するものです。

22 令和6年8月 工事
令和６年度市道７号線災害応急工事
（その３）

令和6年8月30日 から 令和7年2月28日 まで 総価 7,436,000円 株式会社成瀬
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道７号線において、土砂崩落による道路崩壊が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害されてい
ること、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応すること
が必要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同地域
で実績のある本事業者を選定するものです。

23 令和6年8月 工事
令和６年度市道上大槻５号線支線災
害応急工事

令和6年8月30日 から 令和6年11月29日 まで 総価 1,958,000円 株式会社興栄建設
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道上大槻５号線支線において、道路への土砂流出が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害され
ていること、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応する
ことが必要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同
地域で実績のある本事業者を選定するものです。

24 令和6年8月 工事
令和６年度市道曽屋９６号線支線災
害応急工事

令和6年8月30日 から 令和6年11月29日 まで 総価 1,848,000円 三和建工株式会社
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道曽屋９６号線支線において、道路への土砂流出が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害され
ていること、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応する
ことが必要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同
地域で実績のある本事業者を選定するものです。

25 令和6年8月 工事
令和６年度市道１０号線災害応急工
事

令和6年8月30日 から 令和6年11月29日 まで 総価 2,365,000円 株式会社水野建設
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道１０号線において、道路への土砂流出が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害されているこ
と、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応することが必
要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同地域で実
績のある本事業者を選定するものです。
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26 令和6年8月 工事
令和６年度市道菩提５５号線災害応
急工事

令和6年8月30日 から 令和6年11月29日 まで 総価 3,531,000円 株式会社クズハ建設
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道５５号線において、道路への土砂流出が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害されているこ
と、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応することが必
要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同地域で実
績のある本事業者を選定するものです。

27 令和6年8月 工事
令和６年度市道６０号線災害応急工
事

令和6年8月30日 から 令和6年11月29日 まで 総価 3,256,000円 株式会社栗原建設
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道６０号線において、道路への土砂流出が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害されているこ
と、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応することが必
要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同地域で実
績のある本事業者を選定するものです。

28 令和6年8月 工事
令和６年度市道名古木３７号線災害
応急工事

令和6年8月30日 から 令和6年11月29日 まで 総価 2,728,000円 株式会社マルワ建設
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道名古木３７号線において、道路への土砂流出が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害されて
いること、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応するこ
とが必要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同地
域で実績のある本事業者を選定するものです。

29 令和6年8月 工事
令和６年度市道名古木８号線支線災
害応急工事

令和6年8月30日 から 令和6年11月29日 まで 総価 4,015,000円 株式会社マルワ建設
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道名古木８号線支線において、倒木および道路への土砂流出が発生し、車両及び歩行者の安全な通行
が阻害されていること、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急
に対応することが必要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通
している同地域で実績のある本事業者を選定するものです。

30 令和6年8月 工事
令和６年度市道南矢名１１５号線外
４路線災害応急工事

令和6年8月30日 から 令和6年11月29日 まで 総価 1,540,000円
株式会社ミツヨシ建
設

秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道南矢名１１５号線外４路線において、道路への土砂流出が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が
阻害されていること、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に
対応することが必要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通し
ている同地域で実績のある本事業者を選定するものです。

31 令和6年8月 工事
令和６年度市道南矢名二丁目１号線
災害応急工事

令和6年8月30日 から 令和6年11月29日 まで 総価 1,815,000円 株式会社成瀬
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道南矢名二丁目１号線において、道路肩崩落が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害されてい
ること、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応すること
が必要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同地域
で実績のある本事業者を選定するものです。

32 令和6年8月 工事
令和６年度市道北矢名３６号線災害
応急工事

令和6年8月30日 から 令和7年2月28日 まで 総価 4,532,000円 株式会社成瀬
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道北矢名３６号線において、道路への土砂流出が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害されて
いること、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応するこ
とが必要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同地
域で実績のある本事業者を選定するものです。

33 令和6年8月 工事
令和６年度市道蓑毛６号線支線災害
応急工事

令和6年8月30日 から 令和7年2月28日 まで 総価 4,565,000円 株式会社栗原建設
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道蓑毛６号線支線において、道路肩崩落が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害されているこ
と、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応することが必
要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同地域で実
績のある本事業者を選定するものです。

34 令和6年8月 工事
令和６年度市道北矢名５号線災害応
急工事

令和6年8月30日 から 令和6年11月29日 まで 総価 1,320,000円 株式会社成瀬
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は市道北矢名５号線において、道路陥没および道路への土砂流出が発生し、車両及び歩行者の安全な通行
が阻害されていること、近隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急
に対応することが必要となります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通
している同地域で実績のある本事業者を選定するものです。

35 令和6年8月 工事 令和６年度西沢災害応急工事 令和6年8月30日 から 令和6年11月29日 まで 総価 3,025,000円 株式会社栗原建設
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は西沢において、水路内への土砂崩落が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害されていること、近
隣住民の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応することが必要とな
ります。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同地域で実績のあ
る本事業者を選定するものです。

36 令和6年8月 工事 令和６年度丸山沢災害応急工事 令和6年8月30日 から 令和7年3月28日 まで 総価 2,992,000円 有限会社さくら建設
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号ア

本工事は丸山沢において、畦畔の崩落が発生し、車両及び歩行者の安全な通行が阻害されていること、近隣住民
の生活を脅かしていることから、安全の確保、二次災害の未然防止のため、緊急に対応することが必要となりま
す。このことから、早急に重機や作業者の手配等が対応可能で、業務、現場に精通している同地域で実績のある本
事業者を選定するものです。

37 令和6年9月 工事
令和６年度第２号公共下水道西部処
理区汚水管補修工事（千村五丁目）

令和6年9月6日 から 令和6年10月31日 まで 総価 3,300,000円
株式会社成実産業 秦野市契約規則第31

条の2第2項第5号

本工事は、令和５年１２月７日に市民から「道路上に水が出ている」との通報があり、現地を調査した結果、汚
水本管の破損により、マンホール内に汚水が滞水し、溢水していたことが判明しました。当該管路は、周辺からの
接続点のため流入が非常に多く、多量の排水処理を確保する必要があったことから、近隣にある株式会社成実産業
に工事を依頼し、応急的に補修工事を行いました。

本復旧工事にあたり、株式会社成実産業から応急補修工事について状況を確認し、現場条件として応急補修工事
の仮設管路の撤去及び新設管路の布設を同時に施工することが必要となるため、既設管路の状態や地下埋設物、当
該管路の流量等の状況など現場を把握している業者が施工することで工事期間の短縮と安全に円滑な施工ができ、
有利であることから本業者を選定するものです。

38 令和6年9月 工事
令和６年度大根川ポンプ場晴天時排
水ポンプ修繕工事

令和6年9月27日 から 令和7年3月17日 まで 総価 1,595,000円

新明和アクアテク
サービス株式会社
関東センター

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本設備は、秦野市の要求に基づき、製造会社が設計、製造したものであり、製造会社独自の開発部分が多く、設
計・製造に関するデータが公表されていないため、専門知識を有している業者でなければ的確な履行が期待できま
せん。また、他社が設備に手を加えることで、責任の所在が不明確となり、今後の維持管理に支障を来たします。
よって、本設備の製造会社の修繕等の専門業者である本事業者を選定するものです。

39 令和6年9月 工事
令和６年度メタックス体育館はだの
給湯器修繕工事

令和6年10月3日 から 令和6年12月10日 まで 総価 1,980,000円
株式会社パーパスエ
コテック

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

メタックス体育館はだのの給湯器設備は内部構造や部品等がメーカー独自のもので、本業務については給湯器設
備を製造・設置した本業者でなければ対応が不可能です。また、本設備の保守点検業者であるため、他社が設備に
手を加えることで責任の所在が不明確となり、今後の維持管理に支障をきたします。よって、設備を熟知した本業
者を選定するものです。

3/5



令和６年度一者特命随意契約一覧

No 契約締結日 業 種 案 件 名 決定事業者 適用条項 選定理由契約期間又は納入期限
契約金額(円)

※原則、消費税込み

40 令和6年10月 工事
令和６年度浄水管理センター汚泥処
理棟汚泥乾燥設備修繕工事

令和6年11月1日 から 令和7年3月17日 まで 総価 3,410,000円
株式会社大川原製作
所 東京営業所

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本設備は、秦野市の要求に基づき、製造会社が設計、製造したものであり、製造会社独自の開発部分が多く、設
計・製造に関するデータが公表されていないため、専門知識を有している業者でなければ的確な履行が期待できま
せん。また、他社が設備に手を加えることで、責任の所在が不明確となり、今後の維持管理に支障を来たします。
よって、本設備の製造業者である上記の事業者を選定するものです。

41 令和6年10月 工事
令和６年度小原境取水場取水ポンプ
更新工事

令和6年11月8日 から 令和6年12月13日 まで 総価 4,147,000円
荏原商事株式会社神
奈川支店

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本件は令和6年１０月２１日に故障した小原境取水場の取水ポンプを緊急で更新するものであります。取水ポン
プの故障により仮設配管にて水運用を行っていますが、神明開戸配水場及び柳川配水場、菖蒲配水場の水収支バラ
ンスが崩れ、断水を招く可能性もあることから、緊急に施工をするものです。上記の理由から既存設備の製造者の
代理店であり、速やかに機器及び施工の手配が可能で、過去の実績も良好で信頼のおける業者を選定するもので
す。

42 令和6年10月 工事
令和６年度ＮＩＴＴＡＮパークおお
ねローラー滑り台修繕工事

令和6年11月11日 から 令和7年2月28日 まで 総価 10,143,100円
株式会社サトミ産業 秦野市契約規則第31

条の2第2項第5号
本施設は、特注の遊具であることから、本工事での部分改修では製造等を行っている特定の技術を持つ業者でな

いと、既存施設を活かしての修繕対応および接続等が対応不可であるため選定するものです。

43 令和6年12月 工事
令和６年度文京町地内耐震性貯水槽
修繕工事

令和6年12月3日 から 令和7年3月3日 まで 総価 1,702,990円
旭コンクリート工業
株式会社 東部東北
支社 横浜営業所

秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号及び
第5号

耐震性貯水槽（１００立方メートル級。以下「本貯水槽」という。）が漏水により使用に耐えない状態になり、
火災及び地震等の災害時に大きな支障が生じることから、緊急工事が必要となったため、本貯水槽の製造メーカー
であり、本貯水槽の構造等を熟知しており、修繕等の施工方法においても独自の技術、経験を有していることから
選定するものです。

44 令和6年12月 工事
令和６年度市道７１号線歩道設置関
連工事（その４）

令和6年12月13日 から 令和7年2月25日 まで 総価 1,705,000 株式会社イチケン
秦野市契約規則第31
条の2第2項第6号

本工事は、市道７１号線の歩道設置事業に伴う道路後退部分の仮復旧舗装工事を実施するものです。本工事を入
札手続きにより契約する場合、公告から完成まで約４ケ月ほどの期間が必要なうえ、現在、当該道路後退部分の地
権者が、道路区域内にある工作物の撤去工事や民地内工事を実施しているため、施工時期の調整も必要となり、年
度内工事の完成が難しい状況にあります。しかし、当該工事業者が本工事を実施することになれば、早期に施工体
制が確立でき、工事の安全性、施工性、工程管理等の施工全般において有利となり、また、舗装の継ぎ接ぎも最小
限に抑えられ、道路利用者の利便性も図られます。これらのことから、現在施工中の事業者を選定するものです。

45 令和6年11月 工事
令和６年度秦野駅北口広場エスカ
レーター修繕工事

令和6年12月16日 から 令和7年2月28日 まで 総価 3,366,000円

ジャパンエレベー
ターサービス神奈川
株式会社

秦野市契約規則第31
条の2第2項第6号

本事業者は、秦野駅に設置されている昇降機設備（エスカレーター３基、エレベーター１基）の保守点検業務を
受託しています。

本工事は、その保守点検における指摘に基づき行うものであり、機器の構造及び点検内容に精通した上記事業者
に履行させることで、業務をより安全かつ円滑に施工することが可能となります。加えて、日々多くの市民が利用
し、安全性が重視される昇降機設備の保守点検業務の特性上、保守業者以外の者が当業務を行った場合、施工後に
有償での総点検が必要になりますが、現在契約している保守業者を選定することで総点検が不要となり、更なる経
費の節減も見込めるため、上記事業者を選定するものです。

46 令和6年12月 工事
令和６年度メタックス体育館はだの
非常用自家発電設備修繕工事

令和6年12月18日 から 令和7年2月28日 まで 総価 1,705,000円
株式会社ミヤケ電池
サービス

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

メタックス体育館はだのの始動用蓄電池は内部構造や部品等がメーカー独自のもので、本業務については非常用
自家発電設備始動用電池を製造・設置した本業者でなければ対応が不可能です。また、本設備の保守点検業者であ
るため、他社が設備に手を加えることで責任の所在が不明確となり、今後の維持管理に支障をきたします。よっ
て、設備を熟知した本業者を選定するものです。

47 令和6年12月 工事
令和６年度第１号公共下水道汚水マ
ンホールポンプ場及び雨水排水ポン
プ場通報装置修繕

令和6年12月20日 から 令和7年3月11日 まで 総価 18,370,000円
株式会社第一テクノ
横浜営業所

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

修繕対象設備は、制作会社のデータサーバーに秦野市のマンホールポンプ機場情報クラウドを構築し、２４時間
監視しているものです。この設備の点検及び部品交換を行うには、本システムを熟知しているものによる作業が不
可欠です。

この業務については、令和５年度に引き続き行うものであるため、修繕対象設備を製造しクラウド管理している
本事業者を選定するものです。

48 令和7年1月 工事
令和６年度市道寿町４号線歩道設置
工事

令和7年1月10日 から 令和7年3月17日 まで 総価 2,167,000円
有限会社マルタカ工
務店

秦野市契約規則第31
条の2第2項第6号

本工事は、市道寿町４号線の道路整備事業に協力いただき、道路後退部分の道路工事を実施するものです。現
在、土地利用を図るために上記業者が民地内で工事を実施している状況となっており、地権者からはその工事にあ
わせる形であれば協力したいとの要望があります。民地内工事の内容には、外構工事も含んでおり、道路工事との
同時施工が必要となります。また、道路工事の実施にあたっては、入札手続きを含めて約５ケ月ほどの期間が必要
となり、施工時期の調整を実施しましたが、民地内工事は既に着手されており、道路工事の実施時期は年明け早々
からとの意見が出ました。民地内工事の外構などが施工された後での道路工事は困難な状況にあります。これらの
ことから、民地内工事と同時に道路工事を実施する必要があり、外構や設備などの工事と合わせ同一業者による一
体的な作業でなければ施工できません。よって、同一業者を選定するものです。

49 令和7年1月 工事
令和６年度カルチャーパーク野球場
防球ネット修繕

令和7年1月20日 から 令和7年3月14日 まで 総価 3,300,000円
日本フィールドシス
テム株式会社

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本施設は、既存施設に付随している設備であり、既存施設を設計及び設置した業者でないと修繕等の対応が不可
能であることから選定するものです。

50 令和6年12月 工事 令和６年度入船町給水管修繕工事 令和7年2月4日 から 令和7年3月21日 まで 総価 1,408,000円 有限会社アイ商会
秦野市契約規則第31
条の2第2項第6号

本工事は、令和６年度入船町配水管布設工事（自費工事）の施工によって 、配水管と老朽給水管が並走し、今
後の維持管理に支障が出るため、施工業者と並走管の解消について協議したところ、施工協力が得られたため、工
事を発注し新設配水管から新規に給水管の取出しを行い、既設給水管については分水止めを行うことで 、今後の
漏水のリスクを低減させるものです。

発注にあたっては、自費工事と同一の業者に施工させることで、現場の施工や工程の調整を円滑に行うことがで
きます。また、施工業者は秦野市指定給水装置工事事業者の登録を受けているため、安全かつ効率的に施工するこ
とができます。このことから、本事業者を選定するものです。

51 令和6年12月 工事
令和６年度秦野市立南が丘公民館火
災受信機修繕

令和7年2月27日 から 令和7年3月21日 まで 総価 1,969,000円 株式会社新和防災
秦野市契約規則第31
条の2第2項第2号

火災受信機の故障により、館内で火災が発生した場合に火災感知器からの信号を受信できず、利用者に火災発生
を知らせることができない状況となっています。そのため、緊急に執行する修繕工事であり、競争入札に付すこと
ができないことから、令和6年度秦野市立南・大根・鶴巻・本町及び南が丘公民館消防設備機能総合点検委託業務
の受託業者を選定するものです。
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52 令和7年3月 工事
令和６年度秦野市保健福祉センター
吸収式冷温水機修繕

令和7年3月7日 から 令和7年3月31日 まで 総価 1,386,000円
株式会社日立ビルシ
ステム 横浜支社

秦野市契約規則第31
条の2第2項第5号

本機器に係る製品の構造、メーカー独自の技術、整備のノウハウ、施工品質等を機器製造メーカー（日立）直系
のサービス会社が有しており、保守や修繕には専門的な技術が必要となるため、構造機能を習得した機器製造メー
カー直系の技術者の施工が条件となる。また、部品供給も製品の品質を維持するため機器製造メーカーからの供給
が必要となる。以上のことから、他社において修繕を実施することは困難であり、本機器の稼働に精通し、保守点
検業務の過去の実績も良好で信頼のおけることから選定するものです。
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